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平成３０年第６回上里町教育委員会定例会 議事日程

日 時 平成 30 年 6 月 26 日（火）午後 1時 30 分

場 所 上里町役場 3階 教育委員会室

１ 開 会

２ 前回会議録の承認

３ 議 事

（１） 議案第 27 号 平成 30 年度要保護及び準要保護児童・生徒の認定について

（２） 報 告 事 項 承認第 4号 専決処分の承認を求めることについて

（３） そ の 他

４ 教育長報告

５ その他の事項

次回の教育委員会日程について 日 時 平成 年 月 日（ ）時 分

場 所

６ 閉 会

【 休 憩 】

〇 教育委員会報告・連絡会議



平成３０年第６回上里町教育委員会会議録

招集月日

会議日程

招集者及び宣告者

平成３０年６月２６日（火）

開 会 午後１時３０分

教育長 下山 彰夫 議 長

閉 会

教育長 下山 彰夫

招集場所 上里町役場 教育委員会室

午後１時５０分
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学校教育課長

学校教育指導室長

学校教育指導主事

高橋 淳

櫻井 達夫
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＜挨拶・開会宣言＞

前回会議録の確認をお願い致します。質疑等ございましたらご発言願

います。

＜特になし＞

特に無いようですので、前回の会議録については、ご承認頂けたもの

といたします。事務局は手続きをお願いします。今回の議事録署名人に

ついては、阿久戸委員にお願い致します。

それでは本日の議事に入りたいと思います。本日の議事は、議案が１

件、報告事項１件でございます。

始めに議案第２７号を議題といたします。議案第２７号について事務

局説明願います。

ご提案申し上げました、議案第２７号平成３０年度要保護及び準要保

護児童生徒の認定について、説明申し上げます。

提案理由でございますが、要保護及び準要保護児童生徒を認定し、学

校運営の円滑化を図るため、本案を提出するものであります。

概要及び内容について説明いたします。

１．開会

教育長

２．前回会議録の承認

教育長
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教育長

３．議事

教育長

教育庶務係長
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山田真奈美

学校教育指導主事

勝山 寛美

学校教育課教育庶務係長

小暮 伸俊

小久保幹則

生涯学習課長兼郷土資料館長



始めに概要でございますが、平成３０年５月１６日から６月１５

日までに申請のありました、新規の申請者について、上里町要保護

及び準要保護児童生徒就学援助実施要綱第５条に基づき認定を行

いたいものであります。

続きまして認定内容でございますが、認定区分が準要保護の新規

５件７名であります。

１ページは、児童扶養手当の受給を理由とした新規申請２件、２

ページ目は、職業不安定を理由とした新規申請３件となります。

なお、本案の認定開始は平成３０年６月１日からとなります。

＜各申請者の詳細説明内容・質疑応答は非公開＞

議案第２７号につきましては、事務局の提案のとおり、認定する

という事でよろしいでしょうか。

＜了解＞

議案第２７号は提案のとおり決しましたので、事務局は、手続き

をお願いします。

次に、報告事項、承認第４号を議題といたします。事務局説明願

います。

ご提案申し上げました、承認第４号、専決処分の承認を求めるこ

とについて説明申し上げます。

提案理由でございますが、社会教育委員の委嘱及び任命につい

て、上里町教育委員会教育長に対する事務委任規則、第２条第１０

項の規定により別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同規則

第３条の規定により、教育委員会にこれを報告し、承認を求めるも

のです。

続きまして、専決の理由及び事務処理状況でございますが、社会

教育委員の選出において、任期満了による役員の交代があったた

め、かつ、委員会を招集する時間がないため、上里町教育委員会名

で社会教育委員の委嘱及び任命を行う専決処分をしましたので、報

告いたします。
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次のページをご覧ください。平成３０年４月１日付けで専決処

分を行いました。最後のページに、平成３０年度上里町社会教育

委員の名簿を添付いたしましたが、今年度は１５人全ての方が新

たに委嘱となります。

任期につきましては平成３０年４月１日から、平成３２年３月

３１日までとなっております。以上で、専決処分の承認を求める

ことについて、提案及び内容の説明とさせていただきます。

慎重ご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

事務局より説明がありました通り、社会教育委員の委嘱に当た

り、専決処分により委嘱を行いましたので、教育委員会へ報告し、

ご承認を頂くものです。提案理由にありましたように、新委員の

委嘱に際し、委員会を招集するいとまが無かったため、専決処分

を行った、という事であります。

４月１日に遡り委嘱をするに当り、５月の定例教育委員会には

間に合わず、時間を要してしまった、という事ですか。

新年度に入り各団体において、新委員さんの選任をして頂く訳

ですが、最後の団体から新委員決定の報告がされたのが、今月に

入ってからでありましたので、専決により新たな社会教育委員さ

んへの委嘱をさせて頂きました。

只今、説明がありましたように、社会教育委員の委嘱日は４月

１日ですが、各種団体の新役員は新年度に入ってから総会で決定

されます。このため、新役員の最終報告があったのが６月に入っ

てからの団体もありました。また、社会教育委員会議を今月開催

する予定もあり、社会教育委員を決定させて頂かないと会議を開

催できなくなってしまうため、専決処分により、委嘱及び任命を

させて頂きました。

この件に関しまして、ご意見ご質問等ございますか。

＜特になし＞

では、この事項に関しまして、ご承認頂けますでしょうか。
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＜承認＞

承認第４号に関しましては、ご承認頂きましたので、事務局は手

続きをお願いします。

次にその他ですが、委員皆様の方から何かございますか。

＜特になし＞

無いようですので、次に教育長報告ですが、今月は特に皆様に報

告する事項はございません。

次にその他の事項で、次回の定例教育委員会の日程ですが、７月

定例会の日程は、以前より教科書採択の関係で、７月２６日午後１

時３０分からと、お願いしてありましたのでよろしくお願いしま

す。

それでは、本日の議事につきましては全て終了しましたので、以

上で、６月の定例教育委員会を閉会とさせていただきます。皆様、

ご苦労様でした。

会議録署名人（教育長）

会議録署名人（委員）

会議録調製者（学校教育課長） 高橋 淳
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